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金融分野における消費者保護に関する一考察
―英日中の金融ADR制度上の紛争解決機関の比較を中心に―

金 清奸

はじめに

中国においては１９９３年１０月３１日に「消費者権益保護法」が採択され，それから早２０年が

経過しようとしている。その間，「産品質量法」，「食品衛生法」，「反不正当競争法」など，

「消費者権益保護法」と密接な関連のある法律も次々と制定され，消費者に対する保護は

充足されつつあると思われる１。しかしながら，他方では近年，経済のグローバル化，WTO

への加入など外部環境の変化に伴って，消費観念や消費方式は大きく変化し，従来に比べ

て多種多様な消費者が登場し，これらの消費者を如何に保護すべきかが重要な問題として

認識されてきた。その中でも，筆者がとりわけ注目したいのが金融分野における「消費者」

の保護問題である。

一国の経済発展の中で金融市場が果たす役割は極めて重要であり，それは中国にとって

も例外ではない。証券市場を例に挙げてみると，現在，中国には上海証券取引所と深�証
券取引所があるが，上海証券取引所には９５４社が上場しており，深�証券取引所には中小
ボードと新興市場が開設されていることもあり，より多くの１５３９社が上場している。中国

の証券市場は発足から２０数年しか経過していないが，その間に目まぐるしい成長を成し遂

げ，それまで金融商品とはほとんど無縁だった一般大衆の多くも金融市場に参入するケー

スが増加してきた。しかしながら，市場の拡大を優先してきた結果，金融市場における消

費者保護の問題は常に後回しされてきた。

金融サービス業者が提供する金融商品・金融サービスは，通常の消費物質とは異なり，

それらのすべてが現在から将来にわたるキャッシュフローで構成されていることから「目

に見えず」，「将来予測が困難」で，またその品質の劣化が表面化・顕在化しにくい場合が

多い。そのため，一般の製造物以上に，勧誘・販売対応時から，契約終了時（金融商品の

満期）までの，すべての期間にわたって金融サービスの消費者に対するアフターケアの面

でのきめ細かいフォローが必要である２。確かに，金融分野におけるトラブルについては

訴訟による解決も可能であるが，訴訟はコスト面，時間面，精神面などの負担が大きいケ

ースも少なくないため，より簡易・迅速な形でのトラブルへの対応が必要とされたのであ
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る。こうしたトラブルの対応策として，近年，大きな関心を集めているのが裁判外紛争解

決制度，いわゆる ADR制度３であり，その中でも金融分野における消費者保護に関連する

制度が金融 ADR制度である。

中国においては，未だ金融 ADR制度は確立されていないものの，金融分野における消

費者保護の問題の解決策の一つとして，金融 ADR制度に対する注目度は高まりつつあ

る。もっとも，伝統的に中国では行政機関の影響力が非常に強く，新しい制度を導入する

際には，行政機関との関係が大きな問題となり得る。しかしながら，金融分野における消

費者保護の問題をこれ以上軽視することは，中国の金融市場の更なる発展に甚大な悪影響

を及ぼし続けるおそれがあるため，中国の実情を踏まえた金融分野における消費者保護に

関する制度を早急に構築する必要があるとの認識が高まっている。

そこで，本稿では，現在，中国には金融分野の消費者保護をめぐってどのような問題が

存在し，さらに，今後中国において金融 ADR制度を構築する際には，とりわけ行政機関

との関係が課題である紛争解決機関の設置をめぐる問題について，世界で最もよく機能し

ているといわれている英国の FOS（The UK Financial Ombudsman Service）制度と日本の

金融 ADR制度，とりわけ両国における紛争解決機関の比較分析に重点を置きながら，検

討を試みたいと考える。

以下では，まず，英国の FOS制度についてみていこう。

１ 英国における金融オンブズマンサービス制度

（１）金融オンブズマンサービスの概説

ADRとは代替的紛争解決制度（alternative Dispute Resolution）の訳語で，この表現には，

本来司法手続によって解決されるべきところ，それに代替する手段であるというニュアン

スがあるが，金融紛争の処理はそもそも基本的に裁判制度にふさわしいものではないこと

から，むしろ金融オンブズマンの語が用いられることが多い４。英国がその典型で，金融

分野における ADRとして金融オンブズマンサービス（FOS）が確立されている。上述の

ように，英国の FOS制度は，現在，世界でもっとも先進的な金融 ADR制度であり，日本

が金融 ADR制度を導入する際にも FOSを大いに参考としている。

英国で FOSが誕生した経緯であるが，２０００年の金融サービス市場法に基づき，FSA（Fi-

nancial Services Authority）と同時に，それまでに存在していた金融サービスに関わる複

数の自主規制機関と ADRが統合して設立された５。現在，FOSは金融分野における包括的

・業態横断的な ADR機関として，金融分野における紛争を一元的に取り扱っている６。
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３ 上村達男［２００９］「金融 ADR法の理論上の意義について」『NBL』No．９１３、４０頁。犬飼重仁［２００９］「金融 ADRをいかに機能させるか」『ファイナ
ンシャルコンプライアンス』５９７号、６８頁。
４ 犬飼・田中、前掲注１、３頁。
５ FOSが設立されるまで、英国においては多くの自主規制団体や各種 ADRが存在していたが、それぞれの団体の法的根拠や権限もバラバラであった。
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（２）金融オンブズマンサービスによる紛争処理手続

FOSによる紛争処理の手続をみてみると，まず，FSAの監督を受ける金融機関および

FOSの紛争処理に任意に参加した金融機関は，社内に苦情処理の体制を設けることとさ

れており，苦情の申立ては先に金融機関に対して行わなければならない。仮に苦情が当該

社内苦情処理で解決できなかった場合においてはじめて，紛争の解決を FOSに申し立て

ることができるとされている。

申立てが適格であれば，調停（紛争の評価に基づき迅速かつ効率的な解決をめざす非公

式的な手段），調査（当事者に陳述の機会が与えられ，FOSによる評価に基づく勧告が行

われる公式的な手段），裁定（当事者による陳述などを踏まえ，オンブズマンが行う最終

決定）に付される７。

FOSの管轄は強制管轄と任意管轄の二種類に分類されるが，FOSは FSAの監督下にあ

る金融機関すべてに対して強制管轄権を有しており，さらにオンブズマンの裁定は金融機

関に対する片面的拘束力が認められるため，オンブズマンによる裁定を申立人が受諾すれ

ば，当事者双方はこれに拘束される点に留意する必要があろう。

（３）小括

FOSは公的権能を有する機関であると同時に，あくまでも民間法人であることに特徴

がある。FOSの運営資金は業界各社が全額負担しており８，FOSの手続実施者も規制当局

から独立し，それによって金融サービス紛争を公正に解決するとともに金融サービス産業

における顧客満足度の最大化を図るという役割に専念できるように制度設計されている。

繰り返しになるが，英国の FOSが高い独立性の下で金融分野における紛争を解決する

ことが可能なのは，元々発達した自主規制ルールの確立と自主規制団体の存在が背景にあ

ったからである。英国の金融 ADR制度を検討する際には，この点に特に留意する必要が

ある。

以下では，日本の金融 ADR制度がどのように発展してきたのかについて検討する。

２ 日本における金融ADR制度と認定紛争解決機関

（１）金融 ADR制度の概説

日本においては，２０００年から十年以上にわたって，官と民と業界関係者で構成される金

融トラブル連絡調整協議会で議論を重ね，２００８年に同協議会の座長メモの形で集約された

基本的な新制度の枠組みの案をベースとして新たな金融 ADR制度が立ち上げられた。そ

の２年後の２０１０年４月には金融 ADR法が正式に成立し，同年１０月から金融 ADR制度が

実施された。日本においては，英国のように金融オンブズマンではなく，金融 ADRとい

金 清奸：金融分野における消費者保護に関する一考察―英日中の金融 ADR制度上の紛争解決機関の比較を中心に―

７ 大森・中沢・中島・稲吉・符川、前掲注６、２４６頁参照。
８ 運営に関わる費用の４分の１から３分の１程度は金融機関・金融サービス業者がそれぞれの規模に応じて拠出し、残りの３分の２から４分の３程度
は業者から徴収する事案に関わる手数料で賄われている。犬飼・田中、前掲注１、５頁。
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う用語が使われている。

（２）指定紛争解決機関による紛争処理手続

日本の金融 ADR制度は，あくまでも訴訟などと並ぶ紛争解決の一手段という認識の下

で，金融 ADR，訴訟，国民生活センターの ADRや消費生活センターにおける斡旋等の中

から，どの紛争解決手段を利用するかは，利用者の選択に委ねられている。ただし，利用

者より金融 ADRによる紛争解決の申立てがあった場合には，紛争の一方当事者の金融機

関には手続応諾義務や特別調停案の受諾等の対応が求められる仕組みとなっている。

日本では，各主務大臣が金融分野における苦情処理・紛争解決を行う法人・団体を指定

し（いわゆる認定紛争解決機関），これらの認定紛争解決機関が金融機関との間で手続実

施基本契約を締結し，それに基づいて認定紛争解決機関は金融機関に対して様々な対応を

求めることを通じて，紛争解決の実効性を確保している。また，日本の金融 ADR制度に

よる紛争解決手続の申立ては，訴訟と平行して行うことが可能であるため，金融 ADRに

よる特別調停案が提示された後に，訴訟が提起された場合，または提起されている訴訟が

取り下げられない場合には，「裁判を受ける権利」との関係で，特別調停案について受諾

しなくてもよいこととされている。

（３）小括

日本の認定紛争解決機関は，英国の場合と少し異なって，そもそも民間の金融サービス

業界関連の法人・団体が一定の指定要件を備えて，紛争解決機関として指定を受ける仕組

みからスタートしている。しかし，業界団体そのものではなく，現在の制度でも，業界の

枠を超えて金融 ADR機関が活動を行うことも可能であるなど，金融 ADR機関の中立性，

公正性，実効性，利用者の信頼性と納得性等を確保するための様々な工夫がなされている。

たとえば，指定紛争解決機関が存在する業態においては，金融機関に金融 ADRの利用を

義務づけるとともに，金融機関に苦情処理手続・紛争解決手続の応諾，手続における説明

・資料提出，特別調停案の受諾などについて厳格に規定するなど，様々な制約が設けられ

ている。では，なぜ日本ではこのような金融 ADR制度をとるに至ったのであろうか。

一般的に，紛争解決の実施主体の中立性・公正性を重視するのであれば，国が紛争解決

の実施主体となるのがふさわしいと考えられるが，しかし，紛争解決の実施主体を国が担

うと，司法権との関係が大きな問題となり，さらに，金融商品・サービスは複雑化・多様

化が進んでいるため，多くのトラブルについては民間がその専門性を生かしつつ紛争解決

を実施した方がより適切な対応ができると判断され，日本では行政の関与は最低限のもの

とした民間主体の取組みになったとの説明がなされている９。

以上，英国と日本の金融 ADR制度についてみてきたが，それでは，中国においては，

仮に今後，金融 ADR制度を創設するならば，どのような基本的スタンスの下でこれを理

金 清奸：金融分野における消費者保護に関する一考察―英日中の金融 ADR制度上の紛争解決機関の比較を中心に―

９ 大森・中沢・中島・稲吉・符川、前掲注６、３６－３７頁参照。
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解すべきなのであろうか。以下では，この点について検討を加えたいと考えるが，その前

提として，中国では金融分野の消費者保護に関して，どのような問題が存在しているのか

について金融分野の消費者保護の現状を踏まえて確認しておこう。

３ 中国における金融分野の消費者保護の現状と金融ADR制度創設の問題点

（１）中国における金融分野の消費者保護の現状

中国では金融分野における消費者（以下，金融消費者とする）の保護に関する明文の規

定を設けた法律が存在しない。もとより，冒頭で述べたように，中国では１９９３年に「消費

者権益保護法」が正式に採択され，１９９４年より施行されたが，「消費者権益保護法」は，あ

くまでも一般の消費者の権利義務を規定した最も基本的な法律で，金融消費者の保護問題

に主眼を置くものではなかった。さらに，金融部門の特別法である「証券法」，「商業銀行

法」，「保険法」も，金融機関の組織構造や行為規制などについて規定するにとどまり，金

融消費者に対する保護には欠けているといわざるを得ない。そのため，金融機関と金融消

費者との間でトラブルが発生した場合には，どの機関がどのような手続でトラブルを処

理，金融消費者の権益を守るかについては何ら規定が存在しない１０。

なお，中国の場合には，銀行業，保険業，証券業のそれぞれの分野に監督機関が存在す

るが，これらの行政機関はその強大な影響力の行使を通じて，今日の中国の金融市場の形

成・発展を促してきたという事情も存在する。もっとも，これらの監督機関も市場の発展

には力を注ぐものの，金融消費者保護の問題についてはさほど重要視してこなかったこと

も事実であろう。これらの監督機関の中には，体系的な紛争解決の仕組みは構築されてお

らず，具体的な消費者保護に関する規定も見当たらない。

こうした状況に鑑み，現在，中国国内にも金融消費者保護に特化した法律を制定すべき

であるという意見も一部みられるところではあり，これは重要な検討事項の一つと考えら

れるが，本稿ではこの点には立ち入らない。本稿では，仮に中国において金融 ADR制度

を通じて金融消費者保護を図ろうとする場合には，どのような点に留意すべきなのか，と

くに，行政機関が強大な影響力発揮するという独自の事情のもとで紛争解決機関を設置す

るに際して考慮すべき点は何かについて主として検討を加えておこう。

（２）金融 ADR制度創設の問題点

繰り返しになるが，伝統的に中国では行政機関がパターナリスティックに金融業界をけ

ん引してきたという経緯がある。強大な影響力をもつ行政機関の監視監督が行われている

からこそ，現在の金融市場の秩序が維持されているとの側面も無視することはできない。

そのため，今後，中国において，仮に金融 ADR制度を創設するのであれば，行政機関と

の関係をどのように考え，調整していくのかは重要な問題となり得る。
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こうした問題は，金融 ADRの紛争解決機関を現実にどのように設置すべきなのか，と

いう問題に具体化されることとなろう。これについては，紛争解決機関を政府の内部に設

置すべきであるとする見解，中央銀行の内部に設置すべきであるとする見解，金融業界協

会に設置すべきであるとする見解，消費者協会に設置すべきであるとする見解など種々

様々である１１。

現時点において，中国における金融 ADRの紛争解決機関の設置場所を明確にすること

は困難であろうが，少なくともこの問題を検討する際には，すでに金融 ADR制度を導入

している英国や日本に目を向ける必要があると考えられる。英国の場合には，そもそも金

融業界には自主規制が重視されてきたという歴史的背景があり，日本の場合には，従来の

行政庁による護送船団方式が崩壊したことにより，現在は金融トラブルの紛争処理につい

ては，基本的には行政庁の関与を必要最小限にとどめ，民間が主体となって取り組む方法

へと大きく方向転換をしたという事情がある。こうした背景の相違が，上で述べたような

英国と日本の金融 ADR制度の相違を生み出しているように思われる。もっとも，英国の

場合も日本の場合も，行政の関与をできるだけ限定し，業界による自主的な取組みとして

金融 ADR制度を推進してきたという点では少なくとも共通する。こうしたスタンスのも

と，両国では，コスト面，時間面，精神面において大きな負担が強いられている消費者を

保護し，金融商品・サービスに関する消費者の信頼を向上させることを制度の出発点ない

し基本原則とする金融 ADR制度が導入されたといえよう。かかる基本原則に立脚したう

えで，金融 ADRの紛争解決機関の設置場所を検討する際には，中立的な立場から，公正

な解決方法を提示し，それを金融機関と金融消費者が納得できる安定的な仕組みをいかに

作るかという視点をもつことが重要ではないかと思われる。

今後，中国においても金融 ADR制度を構築する日が訪れると思われるが，その際，英

国でも日本でもそうであったように，新制度の創設の目的と新制度を運営していくうえで

の基本原則を明らかにして，新制度に関与する当事者各層による理解と納得を得ることが

まず重要であり，そのうえで外国の法制度を導入する際，自国の社会的状況を考慮して慎

重に制度を導入しなければならない。

もっとも現段階においては，まだ中国の行政機関の影響力を考慮せざるを得ないという

こともまた事実であろう。この点を考慮し，今の中国に最適な紛争解決機関の設置を検討

する必要がある。

おわりに

金融 ADR制度は，そもそも利用者にとっても，金融機関にとっても負担の大きい訴訟

を避けて，両当事者にとってより簡易で迅速な形でトラブルを解決することを目的とした
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制度である。勿論，裁判所を利用する既存の紛争解決手段も重要な紛争解決手段の一つで

あるが，個人投資家をはじめとする金融分野における消費者にとってみれば，裁判による

紛争解決の実効性は高いものの，制度の性質上，最終的な紛争解決までに要する費用や時

間を考慮すれば，簡易かつ迅速な手段とはいえず，またトラブルの申立者のプライバシー

の保護や当事者間の融和性の面での制約もあり，必ずしも利用しやすい制度とはいえない

場合がある１２。こうした点に鑑みれば，裁判にはよらない紛争解決制度に注目が集まった

ことはむしろ自然な流れであるといえる。金融 ADR制度が機能すれば，国民一般もより

安心して金融商品を購入しあるいはサービスを受けることが可能となり，それがむしろ最

終的には金融機関・金融サービス業者の利益にも繋がるし，金融市場の更なる発展にも繋

がると考えられる。

しかしながら，中国では依然として金融商品・サービスなどを売後のアフターケアの重

要性に対する認識が不十分で，その結果，体系的な金融消費者保護の制度が未だ確立され

ておらず，実効的な紛争解決に繋がっていないのが実情である。いち早く，実効性のある

体系的な金融 ADR制度を構築し，金融分野における消費者の保護を充実させることは，

中国にとって喫緊の課題であろう。
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